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令和８年由仁町議会第１回臨時会　第１号 

 

令和８年１月１６日（金） 

 

〇議事日程


　１　会議録署名議員の指名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　２　会期の決定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　３　諸般の報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　１、会務報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　　　　２、例月出納検査報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　４　議案第　１号　由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する


　　　　　　　　　　条例の制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　５　議案第　２号　由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する条例の


　　　　　　　　　　制定について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　６　議案第　３号　ゆにガーデンの指定管理者の指定について　　　　　　　　　　　


　７　議案第　４号　由仁町体験農園の指定管理者の指定について　　　　　　　　　　


　８　議案第　５号　由仁町民センターの指定管理者の指定について　　　　　　　　　


　９　議案第　６号　川端老人福祉センターの指定管理者の指定について　　　　　　　


１０　議案第　７号　町民プールの指定管理者の指定について　　　　　　　　　　　　


１１　議案第　８号　伏見台球場の指定管理者の指定について　　　　　　　　　　　　


１２　議案第　９号　令和７年度由仁町一般会計補正予算について　　　　　　　　　　


１３　議案第１０号　令和７年度由仁町水道事業会計補正予算について　　　　　　　　


１４　議案第１１号　令和７年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計補正予算について


１５　議案第１２号　令和７年度由仁町介護老人保健施設事業特別会計補正予算について


１６　議案第１３号　令和７年度由仁町農業集落排水事業会計補正予算について　　　　


１７　会議案第１号　議員派遣について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


 

〇出席議員（９名）


　議長　９番　後　藤　篤　人　君　　　副議長　８番　早　坂　寿　博　君


　　　　１番　中　村　隆　浩　君　　　　　　　２番　東　　　貴　之　君


　　　　３番　野　市　裕　司　君　　　　　　　４番　大　畠　敏　弘　君


　　　　５番　加　藤　重　夫　君　　　　　　　６番　浮　田　孝　雄　君


　　　　７番　佐　藤　英　司　君


 

〇欠席議員（０名）
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◎開会　午前　９時３０分 

　　　　◎開会の宣告


〇議長（後藤篤人君）　ただいまの出席議員は全員出席です。


　よって、令和８年由仁町議会第１回臨時会は成立いたしましたので、開会いたします。


 

　　　　◎開議の宣告


〇議長（後藤篤人君）　これから本日の会議を開きます。


　本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。


 

　　　　◎日程第１　会議録署名議員の指名


〇議長（後藤篤人君）　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。


　会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、１番　中村君、２番　東君を

指名いたします。


 

　　　　◎日程第２　会期の決定


〇議長（後藤篤人君）　日程第２、会期の決定を議題といたします。


　お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日限りとしたいと思いますが、これにご

異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　したがって、会期は本日１日限りとすることに決定いたしました。 

 

　　　　◎日程第３　諸般の報告


〇議長（後藤篤人君）　日程第３、諸般の報告を行います。


　初めに、１の会務報告をいたします。会務報告は、お手元に配付したとおりです。御覧

おき願います。


　次に、２の例月出納検査報告をいたします。監査委員から令和７年１１月分の由仁町各

会計例月出納検査結果の報告がありましたので、お手元に配付したとおりです。御覧おき

願います。


　以上で日程第３、諸般の報告を終わります。


 

　　　　◎日程第４　議案第１号


〇議長（後藤篤人君）　日程第４、議案第１号　由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長
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〇町長（松村　諭君）　議案第１号　由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、期末手当の支給月数を改めるため、条例の一部を改正しようとする

ものであります。


　内容につきましては、総務課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　総務課長


〇総務課長（青木祐次君）　議案第１号　由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例の制定について内容の説明をいたします。


　先月閉会した臨時国会で国家公務員に対する一般職の職員の給与に関する法律等の一部

を改正する法律が可決されたことを受け、当町におきましてもこれに準じて所要の改正を

行おうとするものであります。このたびの人事院勧告では、国家公務員の期末、勤勉手当

の引上げが勧告され、年間の支給月数が４．６か月から４．６５か月へと０．０５か月分

引き上げられました。このことに伴いまして由仁町議会議員の期末手当の支給月数を年間

４．６５か月に改正しようとするものであり、本年度におきましては１２月期の期末手当

において０．０５か月を加算し、支給額を２．３５か月とするものであります。なお、本

年度は１２月の期末手当で０．０５か月を引き上げますが、令和８年度以降は６月の期末

手当と１２月の期末手当の支給率を均等にする内容となっております。


　それでは、議案第１号資料、条例案新旧対照表を御覧願います。右側が現行の条例、左

側が改正案となっております。第１条関係ですが、令和７年度に係る改正であります。第

４条の２第２項の下線部分、右欄の１００分の２３０に１００分の５を加えた１００分の

２３５が改正後の１２月期末手当の支給率となります。


　その下、第２条関係と書かれた部分が令和８年度以降に係る改正となっており、年間１

００分の４６５を６月と１２月で均等に支給いたしますので、第１条関係で改正した支給

率を改め、それぞれ１００分の２３２．５を支給しようとするものであります。


　２ページを御覧願います。附則でありますが、第１項は施行期日に関する規定で、この

条例は公布の日から施行しようとするものでありますが、第２条の規定は令和８年４月１

日から施行しようとするものであります。


　第２項として、第１条の規定による改正後の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関す

る条例の規定は、令和７年１２月１日から適用するものであります。


　第３項は、期末手当の内払いに関する規定で、改正後の報酬条例の規定を適用する場合

については、第１条の規定による改正前の由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条

例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬条例の規定による期末手当の内

払いとみなすものであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑
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はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１号　由仁町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり決することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第５　議案第２号


〇議長（後藤篤人君）　日程第５、議案第２号　由仁町長及び副町長の給与に関する条例

等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第２号　由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を

改正する条例の制定について、提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、町長、副町長及び教育長の期末手当の支給月数並びに職員の給料等

を改めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。


　内容につきましては、総務課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　総務課長


〇総務課長（青木祐次君）　議案第２号　由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について内容の説明をいたします。


　先ほどの議案第１号と同様に、町長、副町長、教育長の期末手当につきましても年間支

給月数を４．６か月から４．６５か月に０．０５か月分引き上げる改正であります。議会

議員と同様、本年度は１２月期の期末手当の支給月数を上げ、来年度以降は６月と１２月
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の支給月数を同じくするものであります。また、一般職における手当支給月数の引上げは

０．０５か月を期末手当と勤勉手当で引き上げるものであります。なお、再任用職員につ

きましても同様の引上げとなります。


　続いて、月例給の引上げでありますが、平均で３．３％の引上げを初任給及び３０代後

半までに重点を置いた改正を行うものであります。さらには、通勤手当、宿日直手当、特

殊勤務手当の額及び寒冷地手当の支給区分の整理につきましても人事院勧告どおり改正し

ようとするものであります。


　それでは、議案第２号資料の条例案新旧対照表を御覧願います。第１条関係及び第２条

関係は町長及び副町長に関する改正、第３条関係及び次のページになりますが、第４条関

係が教育長に関する改正となっております。


　２ページを御覧いただきまして、第５条関係以降は職員に関する改正で、３ページを御

覧願います。第９条第２項は通勤手当の額の改正ですが、支給される職員や要件等に変更

はありませんが、自動車等において通勤する場合の使用距離が片道１０キロメートル以上

１５キロメートル未満の場合７，１００円から７，３００円に、片道１５キロメートル以

上２０キロメートル未満の場合１万円から１万４００円に、片道２０キロメートル以上２

５キロメートル未満の場合１万２，９００円から１万３，５００円に、片道２５キロメー

トル以上の場合１万５，８００円から１万６，６００円に改めようとするものであります。


　続きまして、その下になりますが、第１５条の２は宿日直手当の額の改正についてであ

ります。こちらも支給される職員や要件等に変更はありませんが、勤務１回につき４，４

００円から４，７００円に、診療所の医師にあっては２万１，０００円から２万２，５０

０円に、ただし勤務時間が５時間未満の場合、勤務１回につき２，２００円から２，３５

０円に、診療所の医師にあっては１万５００円から１万１，２５０円に改めようとするも

のであります。また、常直的な宿日直勤務については２万２，０００円を超えない範囲内

としておりましたが、２万３，５００円に改めようとするものであります。


　続きまして、４ページですが、期末、勤勉手当の改正になりますが、議案第１号と同様

に０．０５か月分の支給率の引上げを１２月期の期末、勤勉手当でそれぞれ０．０２５か

月分を引き上げようとするものであります。


　続きまして、５ページからが行政職の給料表、９ページの下段からは医療職の給料表と

いうことになっております。


　続きまして、２０ページをお開き願います。第６条関係でありますが、第９条第２項の

改正は令和８年度以降における通勤手当に係る改正で、令和８年度以降の通勤手当の額は

６万６，４００円を超えない範囲内で規則で定めるよう改正するものであります。


　続きまして、２１ページをお開き願います。改正後の第９条第３項は、駐車場を利用し

た場合、１か月の上限を５，０００円としまして、附則で定める額を支給する旨の規定を

追加するものであります。


　２２ページをお開き願います。第１７条の２及び第１７条の５の改正は、令和８年度以

降における期末、勤勉手当の支給率の改正で、６月期と１２月期の支給率を同率にする改

正であります。
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　続きまして、２３ページを御覧願います。第７条関係でありますが、一般職員と同じく

会計年度任用職員の手当に関して改正しようとするものであります。


　２４ページをお開き願います。第８条関係におきましても一般職員と同じく会計年度任

用職員の手当に関して改正しようとするものであります。


　２５ページをお開き願います。第９条関係でありますが、会計年度任用職員についての

当該改正については、翌年度から適用するよう定義するものであります。


　２６ページをお開き願います。第１０条関係でありますが、第４条第２項は夜間看護手

当の額の改正についてですが、支給される職員や要件等に変更はありませんが、勤務１回

につき７，３００円から７，６００円に改めようとするものです。


　下段の第１１条関係でありますが、２７ページをお開き願います。第３条は、寒冷地手

当の改正についてですが、支給額に変更はありませんが、配偶者の扶養手当が廃止になっ

たことに伴い、備考（１）において世帯主である職員の要件を整理しようとするものであ

ります。


　附則でありますが、第１項は条例の施行期日で、令和７年度に関する改正は公布の日か

ら、来年度以降の支給に係る改正は令和８年４月１日からの施行とするものであります。


　第２項は、第１条の改正後の由仁町長及び副町長の給与に関する条例及び第３条の改正

後の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、令和７年１２月１日から適用し

ようとするものであります。


　第３項は、第５条の改正後の職員の給与に関する条例及び第１０条の改正後の由仁町職

員特殊勤務手当支給条例の規定は、令和７年４月１日から適用しようとするものでありま

す。


　続いて、第４項及び第５項は期末手当及び給与の内払いの規定となっております。既に

支払われております期末手当及び給与は、改正後の条例に基づく支給の内払いとしようと

するものであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。
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　これから採決を行います。


　議案第２号　由仁町長及び副町長の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定に

ついては、原案のとおり決することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第６　議案第３号


〇議長（後藤篤人君）　日程第６、議案第３号　ゆにガーデンの指定管理者の指定につい

てを議題といたします。 

　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第３号　ゆにガーデンの指定管理者の指定について、提案の

理由を申し上げます。


　このたびの提案は、公の施設でありますゆにガーデンの指定管理の期間が令和８年３月

３１日をもって終了することから、引き続き指定管理者による管理を行おうとするため、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を経ようとするものであり

ます。


　なお、このたびの指定管理者の指定につきましては、去る令和７年１２月１８日に開催

されました指定管理者選定委員会におきまして指定管理者の候補者として選定をいただい

ているところであります。


　内容につきましては、産業振興課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　産業振興課長


〇産業振興課長（関澤和之君）　議案第３号　ゆにガーデンの指定管理者の指定について

内容の説明をいたします。


　ゆにガーデンにつきましては、ゆにガーデン設置条例第５条の規定により平成１７年４

月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和８年３月３１

日をもって１年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者

を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。 

　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、ゆにガーデンであり

ます。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間でありま
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す。


　４、管理業務の範囲は、ゆにガーデン設置条例第６条に掲げる施設の利用の許可や利用

料の徴収、減免、施設の維持管理等に関する業務であります。


　５、利用料に関する事項は、設置条例第７条に規定する条例で定める額の範囲内での利

用料の額の決定、徴収並びに指定管理者の収入としての収受等であります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、現在の指定管理者であります東武緑地株式会社

は平成２０年４月１日から１８年にわたる指定管理の実績を有するほか、当該法人が周辺

に所有する複数の観光施設等との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、

募集方法は非公募としたところでございます。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第３号　ゆにガーデンの指定管理者の指定については、原案のとおり決することに

ご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第７　議案第４号


〇議長（後藤篤人君）　日程第７、議案第４号　由仁町体験農園の指定管理者の指定につ

いてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第４号　由仁町体験農園の指定管理者の指定について、提案
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の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第３号と同様の理由により、議会の議決を経ようとするもので

あります。


　内容につきましては、産業振興課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　産業振興課長


〇産業振興課長（関澤和之君）　議案第４号　由仁町体験農園の指定管理者の指定につい

て内容の説明をいたします。


　由仁町体験農園につきましては、由仁町体験農園設置条例第４条の規定により平成１８

年４月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和８年３月

３１日をもって１年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管

理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は、由仁町体験農園であ

ります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、由仁町体験農園設置条例第５条に掲げる農園の使用許可や賃貸

料及び使用料の徴収、減免、農園の維持管理等に関する業務であります。


　５、賃貸料及び使用料に関する事項は、設置条例第６条に規定する条例で定める額の範

囲内での賃貸料及び使用料の額の決定、徴収並びに指定管理者の収入としての収受等であ

ります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、現在の指定管理者であります東武緑地株式会社

は平成２９年４月１日から９年間にわたる指定管理の実績を有するほか、当該法人が周辺

に所有する複数の観光施設との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、募

集方法は非公募としたところでございます。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第４号　由仁町体験農園の指定管理者の指定については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第８　議案第５号


〇議長（後藤篤人君）　日程第８、議案第５号　由仁町民センターの指定管理者の指定に

ついてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第５号　由仁町民センターの指定管理者の指定について、提

案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第３号と同様の理由により、議会の議決を経ようとするもので

あります。


　内容につきましては、保健福祉課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　保健福祉課長


〇保健福祉課長（三ヶ田恵理君）　議案第５号　由仁町民センターの指定管理者の指定に

ついて内容の説明をいたします。


　由仁町民センターにつきましては、由仁町民センター設置条例第３条の規定により平成

２０年度から指定管理による管理としているところでありますが、本年３月３１日をもっ

て５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者を指定し

たいため、議会の議決を求めるものであります。


　それでは、指定の内容につきまして、議案書により説明をいたします。


　１、指定管理を行わせる施設は、由仁町民センターであります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町本町３２６番地、由仁町高齢

者事業団会長、稲毛佳尚であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間であり

ます。
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　４、管理業務の範囲は、由仁町民センター設置条例第４条に掲げる施設の使用の許可や

使用料の徴収、減免、施設設備の維持管理に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第５条に規定する条例で定める額を上限として金額を

決定し、指定管理者が定める使用料を指定管理の収入として収受させることなどでありま

す。


　なお、候補者の選定に当たりましては、現在の指定管理者であります由仁町高齢者事業

団は平成２０年度から４期１８年にわたる指定管理の実績を有していること、また高齢者

福祉の向上に寄与するといった高齢者事業団の性格を考慮し、非公募で指定管理者候補と

したところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第５号　由仁町民センターの指定管理者の指定については、原案のとおり決するこ

とにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第９　議案第６号


〇議長（後藤篤人君）　日程第９、議案第６号　川端老人福祉センターの指定管理者の指

定についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第６号　川端老人福祉センターの指定管理者の指定について、
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提案の理由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第３号と同様の理由により、議会の議決を経ようとするもので

あります。


　内容につきましては、保健福祉課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　保健福祉課長


〇保健福祉課長（三ヶ田恵理君）　議案第６号　川端老人福祉センターの指定管理者の指

定について内容の説明をいたします。


　川端老人福祉センターにつきましては、川端老人福祉センター設置条例第３条の規定に

より平成１８年度から指定管理による管理としているところでありますが、本年３月３１

日をもって５年間の指定期間が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者

を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　それでは、指定の内容につきまして、議案書により説明いたします。


　１、指定管理を行わせる施設は、川端老人福祉センターであります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、夕張郡由仁町本町３２６番地、由仁町高齢

者事業団会長、稲毛佳尚であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間であり

ます。


　４、管理業務の範囲は、川端老人福祉センター設置条例第４条に掲げる施設の使用の許

可や使用料の徴収、減免、施設設備の維持管理に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第７条に規定する条例で定める額を上限として金額を

決定し、指定管理者が定める使用料を指定管理者の収入として収受させることなどであり

ます。


　なお、候補者の選定に当たりましては、現在の指定管理者であります由仁町高齢者事業

団は平成１８年度から６期２０年にわたる指定管理の実績を有していること、また高齢者

福祉の向上に寄与するといった高齢者事業団の性格を考慮し、非公募で指定管理者候補と

したところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。
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（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第６号　川端老人福祉センターの指定管理者の指定については、原案のとおり決す

ることにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１０　議案第７号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１０、議案第７号　町民プールの指定管理者の指定につい

てを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。 

　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定について、提案の理

由を申し上げます。


　このたびの提案は、議案第３号と同様の理由により、議会の議決を経ようとするもので

あります。


　内容につきましては、教育課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　教育課長


〇教育課長（大塚郁代君）　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定について内容の

説明をいたします。


　町民プールにつきましては、由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例第３条の規

定により平成２４年４月１日から指定管理による管理としているところでありますが、本

年、令和８年３月３１日をもって２年６か月の指定管理期間が終了するため、それ以降の

新たな期間における指定管理者を指定したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、１、指定管理を行わせる施設は町民プールであります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、小樽市花園４丁目１７番３号、株式会社ソ

プラティコ代表取締役、大場隆志であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間であり

ます。


　４、管理業務の範囲は、由仁町町民プール設置及び管理等に関する条例第４条に掲げる
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町民プールの使用許可、使用料の徴収や施設等の維持管理に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第５条に規定する条例で定める額の範囲内で使用料の

額の決定であります。


　なお、候補者の選定に当たりましては、昨年１１月４日から２８日までの約１か月間を

募集期間といたしまして公募したところ、応募者は現在の指定管理者であります株式会社

ソプラティコ１社であったこと、また同社は平成２４年４月１日から１６年間にわたる指

定管理の実績があるほか、指定管理業務を誠実に行っており、今後も適切な業務が期待で

きますことから指定管理者候補としたところであります。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第７号　町民プールの指定管理者の指定については、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１１　議案第８号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１１、議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定につい

てを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定について、提案の理

由を申し上げます。
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　このたびの提案は、議案第３号と同様の理由により、議会の議決を経ようとするもので

あります。


　内容につきましては、教育課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを

申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　教育課長


〇教育課長（大塚郁代君）　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定について内容の

説明をいたします。


　伏見台球場につきましては、由仁町公園条例第１３条の規定により平成２６年４月１日

から指定管理による管理としているところでありますが、本年、令和８年３月３１日をも

って１年間の指定管理が終了するため、それ以降の新たな期間における指定管理者を指定

したいため、議会の議決を求めるものであります。


　次に、指定の内容でありますが、指定管理を行わせる施設は伏見台球場であります。


　２、指定管理者の住所、名称及び代表者は、東京都杉並区天沼３丁目５番４号、東武緑

地株式会社代表取締役、青木雅彦であります。


　３、指定管理期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間でありま

す。


　４、管理業務の範囲は、由仁町公園条例第１３条第４項に掲げる施設の使用の許可や使

用料の徴収、減免、施設設備の維持管理等に関する業務であります。


　５、使用料に関する事項は、条例第１４条に規定する条例で定める額の範囲内での使用

料の額の決定、徴収、指定管理者の収入としての収受等であります。


　なお、指定管理者の選定に当たりまして、現在の指定管理者であります東武緑地株式会

社は平成２６年４月１日から１２年間にわたる指定管理の実績があるほか、当該法人が周

辺に所有する複数の観光施設との一体的な運営による相乗効果が期待できますことから、

募集方法は非公募としたところでございます。


　以上で内容の説明を終わります。


 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。


 

（「異議なし」の声あり）
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〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第８号　伏見台球場の指定管理者の指定については、原案のとおり決することにご

異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１２　議案第９号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１２、議案第９号　令和７年度由仁町一般会計補正予算に

ついてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第９号　令和７年度由仁町一般会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、１２月１６日に成立した国の令和７年度補正予算に計上された物価

高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る事業の実施、議会議員及び町長、副町長、教

育長の期末手当並びに職員の給与改定に伴う経費の追加であります。


　内容につきましては、副町長に説明させますので、ご審議くださいますようお願いを申

し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　副町長


〇副町長（田中利行君）　


 

　　　　　　「記載省略」


 

 

 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 
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（異議なしの声あり） 

 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第９号　令和７年度由仁町一般会計補正予算については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１３　議案第１０号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１３、議案第１０号　令和７年度由仁町水道事業会計補正

予算についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第１０号　令和７年度由仁町水道事業会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、職員の給与改定に伴う経費の追加であります。


　内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　建設水道課長


〇建設水道課長（中道康彦君）　


 

　　　　　　「記載省略」


 

 

 

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ
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んか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１０号　令和７年度由仁町水道事業会計補正予算については、原案のとおり決す

ることにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


　暫時休憩いたします。 

 

休憩　午前１０時３０分


再開　午前１０時４０分


 

〇議長（後藤篤人君）　休憩を閉じ、会議を再開いたします。


 

　　　　◎日程第１４　議案第１１号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１４、議案第１１号　令和７年度国民健康保険由仁町立診

療所特別会計補正予算についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第１１号　令和７年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、職員の給与改定に伴う経費の追加であります。


　内容につきましては、診療所事務長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　診療所事務長


〇町立診療所事務長（桐越佳世君）　


 

　　　　　　「記載省略」


 

 

 



- 20 -

〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１１号　令和７年度国民健康保険由仁町立診療所特別会計補正予算については、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１５　議案第１２号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１５、議案第１２号　令和７年度由仁町介護老人保健施設

事業特別会計補正予算についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第１２号　令和７年度由仁町介護老人保健施設事業特別会計

補正予算について、提案の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、職員の給与改定に伴う経費の追加であります。


　内容につきましては、診療所事務長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　診療所事務長


〇町立診療所事務長（桐越佳世君）　


 

　　　　　　「記載省略」
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〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１２号　令和７年度由仁町介護老人保健施設事業特別会計補正予算については、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１６　議案第１３号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１６、議案第１３号　令和７年度由仁町農業集落排水事業

会計補正予算についてを議題といたします。


　町長から提案理由及び内容の説明を求めます。


　町長


〇町長（松村　諭君）　議案第１３号　令和７年度由仁町農業集落排水事業会計補正予算

について、提案の理由を申し上げます。


　このたびの補正は、職員の給与改定に伴う経費の追加であります。


　内容につきましては、建設水道課長に説明させますので、ご審議くださいますようお願

いを申し上げます。


 

〇議長（後藤篤人君）　建設水道課長


〇建設水道課長（中道康彦君）　


 

　　　　　　「記載省略」
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〇議長（後藤篤人君）　内容の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。


 

（「なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　質疑はないものと認めます。


　討論はないものと思いますので、直ちに採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませ

んか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　議案第１３号　令和７年度由仁町農業集落排水事業会計補正予算については、原案のと

おり決することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり可決されました。


 

　　　　◎日程第１７　会議案第１号


〇議長（後藤篤人君）　日程第１７、会議案第１号　議員派遣についてを議題といたしま

す。


　事務局長に会議案の朗読をさせます。


〇事務局長（野島　健君）　会議案第１号　議員派遣について。


　議員の派遣について、次のとおり承認を求める。


　令和８年１月１６日提出。提出者、由仁町議会議員、佐藤英司、賛成者、由仁町議会議

員、加藤重夫。


 

　　　　　　「記載省略」


 

 

 

〇議長（後藤篤人君）　お諮りいたします。


　この会議案第１号につきましては、ただいまの朗読でお分かりのことと思いますので、
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会議規則第３９条第２項の規定によって、提案理由の説明及び質疑、討論を省略して、直

ちに採決を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　これから採決を行います。


　会議案第１号　議員派遣については、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。


 

（「異議なし」の声あり）


 

〇議長（後藤篤人君）　ご異議なしと認めます。


　よって、本案は原案のとおり承認することに決定いたしました。


 

　　　　◎閉会の宣告


〇議長（後藤篤人君）　これで本日の日程は全部終了いたしました。


　令和８年由仁町議会第１回臨時会を閉会いたします。


　ご苦労さまでした。


◎閉会　午前１０時５４分
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　上記会議の次第は書記をして記載せしめたものであるが、その内 

容が正確なることを証するため、ここに署名する。 

 

　議 長　　　　後　藤　篤　人 

 

 

 

　１ 番 議 員　　　　中　村　隆　浩 

 

 

 

　２ 番 議 員　　　　東　　　貴　之 


